システム開発業務委託契約書（※請負）
電子契約用サンプル

発注者である株式会社〇〇〇（以下、「甲」という）と、受注者である 株式会社□□□□（以下、「乙」という）は、以下のとおり、システム開発業務委託契約（以下、「本契約」という）を締結する。

[bookmark: _heading=h.s6xcku2fm7up]第1条（目的及び委託業務の定義）
1. 甲は乙に対し、＜システム名／プロジェクト名＞（以下、「本件システム」という）の＜開発・改修・構築＞に関する業務（以下、「本業務」という）を委託し、乙はこれを受託する。
2. 本業務の内容は、別途甲乙間で合意する別紙1＜仕様書／要件定義書＞に定めるものとする。
[bookmark: _heading=h.8dlsrhkgo4e7]第2条（契約形態）
本契約は、民法に定める請負契約とする。乙は本件システムを完成させ、甲に納品する義務を負うものとし、甲はこれに対し報酬を支払う。
[bookmark: _heading=h.hh897un51vu8]第3条（契約期間及び納期）
1. 本契約の有効期間は、本契約締結日から本件システムの検収が完了する日までとする。
2. 乙は、本件システムを＜00年00月00日＞までに甲に納品するものとする。
3. 前項の納期を含む、各フェーズ（要件定義、設計、製造、テスト）の具体的な実施期間は、別途定める工程表（別紙2）に従うものとする。
[bookmark: _heading=h.ov8y9tcvt3nf]第4条（委託料及び支払方法）
1. 本業務の委託料（以下、「本件委託料」という）は、金00000000円（消費税等を除く）とする。
2. 甲は、前条第2項の納品を受け、次条に定める検収が完了した月の翌月末日までに、本件委託料を乙が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
[bookmark: _heading=h.qwk54i3k92c4]第5条（納品及び検収）
1. 乙は、第3条第2項に定める納期までに、本件システムおよび（別紙3「納品物一覧」に定める納品物を甲に引き渡す。
2. 甲は、納品物を受領した日から起算して14日間を検収期間とし、契約書及び仕様書に基づき、その適合性を検査する。
3. 甲は、検収の結果、納品物が本契約または仕様書に適合すると認めた場合、検収期間満了日までに乙に書面にて検収完了を通知する。
[bookmark: _heading=h.xnjso0dwt2cl]第6条（仕様変更の手続き）
1. 甲または乙は、開発期間中に本件システムの仕様変更が必要となった場合、相手方に対し、書面（電子メールを含む）にて変更を提案できる。
2. 仕様変更の提案には、その内容、費用への影響、納期への影響を明確に記載するものとし、甲乙双方で協議し、書面または電磁的記録により合意した後、変更するものとする。
[bookmark: _heading=h.20b498ogcbdf]第7条（著作権等の権利の帰属）
1. 本業務に基づき新たに作成された本件システム（ソフトウェア、ソースコード、マニュアル等を含む）の著作権（著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む）は、納品および本件委託料の全額支払いの完了をもって、乙から甲へ無償で譲渡されるものとする。
2. 甲は、乙に対し、本件システムに含まれる乙が既に有する著作物（既存のライブラリや共通部品等）について、本件システムの利用目的の範囲内で、永続的に使用、複製、改変等を行うことができる無償の非独占的利用権を許諾する。
[bookmark: _heading=h.cad6rqdd88nw]第8条（契約不適合責任）
1. 乙は、甲に対し、本件システムの納品日から起算して00ヶ月間、本件システムが仕様書等に適合しない場合（以下、「不適合」という）について責任を負う。
2. 甲が前項の期間内に乙に不適合を通知した場合、乙は、無償かつ速やかにこれを修補または代替品の納入を行うものとする。
[bookmark: _heading=h.jfj0gl8casn8]第9条（秘密保持）
甲及び乙は、本契約遂行上知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の情報（以下、「秘密情報」という）を、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩してはならない。
[bookmark: _heading=h.1nsvr7yzegno]第10条（損害賠償の制限）
甲または乙が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該損害のうち、通常かつ直接の損害に限り、これを賠償する責任を負う。ただし、賠償額は、本契約に基づき甲が乙に支払う本件委託料の総額を上限とする。
[bookmark: _heading=h.6ym8ilmbgixe]第11条（契約の解除）
1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知、催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
1. 本契約の規定に違反し、相当の期間を定めて是正を催告した後も、その期間内に是正されないとき。
2. 支払停止または支払不能の状態に陥ったとき、もしくは手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
3. 差押え、仮差押え、仮処分、競売、租税滞納処分等の処分を受けたとき。
4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき。
5. 監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
6. その他、本契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき。
2. 前項に基づき本契約が解除された場合、解除を行った当事者は、相手方に対して損害賠償を請求することができる。
[bookmark: _heading=h.cblnwk8ahx2l]第12条（反社会的勢力の排除）
1. 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、自己および自己の役員または従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下、「反社会的勢力」という）のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 甲または乙は、相手方が前項の確約に違反したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、違反した当事者は、相手方に生じた一切の損害を賠償する責任を負う。
[bookmark: _heading=h.ojflz03yhal2]第13条（協議）
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、円満にこれを解決するものとする。
[bookmark: _heading=h.fj3su35bocm1]第14条（準拠法及び管轄裁判所）
1. 本契約に関する準拠法は、日本法とする。
2. 本契約に関する一切の紛争については、★★★を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証として、本電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。




0000年00月00日

甲
　住 所:〇〇県〇〇市〇〇〇00-00-00
　株式会社〇〇〇
　代表取締役社長　〇〇 〇〇〇　　　

乙
　住 所:〇〇県〇〇市〇〇〇00-00-00
　株式会社□□□□
　代表取締役社長　〇〇 〇〇〇　　　



※注意事項
当契約書は参考雛形となりますので、ご利用については弊社では責任を負いかねます。
ご利用の際には必ず専門家とご相談し内容を変更の上ご利用ください。
